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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送路を挟んで対向した位置でそれぞれ搬送方向に走行するよう延設された搬送ベルト
対と、
　この搬送ベルト対によって挟まれて上記搬送路を介して搬送される紙葉類をニップに受
け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を付与しつつ当該紙葉類
の搬送姿勢を可変制御する姿勢制御部と、
　この姿勢制御部より搬送方向下流側で上記搬送路を介して上記姿勢制御部から搬送され
る紙葉類をニップに受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を
与える下流側搬送部と、を有し、
　上記姿勢制御部のニップから上記下流側搬送部のニップまでの距離は、当該紙葉類処理
装置で処理する紙葉類のうち搬送方向に沿った長さが最も短い最短紙葉類より長く、且つ
当該紙葉類処理装置で処理する紙葉類のうち搬送方向に沿った長さが最も長い最長紙葉類
以下に設計されていることを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項２】
　上記姿勢制御部は、上記最短紙葉類の通過時間と同じ時間内に全ての長さの紙葉類に対
する搬送姿勢制御が可能となる処理能力を有することを特徴とする請求項１に記載の紙葉
類処理装置。
【請求項３】
　上記姿勢制御部のニップから上記下流側搬送部のニップまでの距離は、上記最短紙葉類
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より僅かに長い距離に設計されていることを特徴とする請求項２に記載の紙葉類処理装置
。
【請求項４】
　上記姿勢制御部より搬送方向上流側で上記搬送路を介して搬送される紙葉類をニップに
受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を与える上流側搬送部
をさらに有し、
　この上流側搬送部のニップから上記姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類
を超える長さに設計されていることを特徴とする請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項５】
　上記上流側搬送部のニップから上記姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類
の搬送方向に沿った長さと上記最短紙葉類の搬送方向に沿った長さを足した長さより短い
距離に設計されていることを特徴とする請求項４に記載の紙葉類処理装置。
【請求項６】
　請求項４または請求項５のいずれかに記載した紙葉類処理装置を上記搬送路に沿って複
数並設したことを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項７】
　上記姿勢制御部は、上記搬送路を介して搬送される紙葉類の搬送姿勢を互いに独立して
可変制御することのできるニップを上記搬送路に沿って複数個所に有することを特徴とす
る請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の紙葉類処理装置。
【請求項８】
　上記姿勢制御部の複数個所のニップ同士の距離は、上記最長紙葉類の長さより僅かに長
い距離に設計されていることを特徴とする請求項７に記載の紙葉類処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、高速で搬送される紙葉類の姿勢を制御する紙葉類処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、搬送される紙葉類の姿勢を制御する紙葉類処理装置として、ベルトに挟まれて搬
送される紙葉類の斜行を修正する装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。こ
の装置は、搬送される紙葉類に接触して回転する円錐台形状のテーパーローラー、および
このテーパーローラーとの間で紙葉類を挟んで回転する従動ローラを有する。この装置で
は、従動ローラの軸方向位置を可変制御することで、テーパーローラーに対する押圧位置
を変更し、両者の間のニップにおける紙葉類の送り速度を変えて、当該紙葉類の斜行を修
正する。
【０００３】
　しかし、この装置では、基本的に、搬送路の両側で搬送方向に沿って延設された複数組
のベルト対によって紙葉類を挟持して搬送するため、例えば搬送路を挟むローラ対のニッ
プから外れた領域では、紙葉類の拘束力が弱く、外乱によって姿勢が乱され易い。つまり
、この装置では、紙葉類の斜行を正常に修正しても、ベルト対によってのみ搬送される領
域で姿勢が乱される可能性が高い。
【特許文献１】特開２００５－２５５４０６号公報（図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明の目的は、比較的高速で搬送される紙葉類であってもその姿勢を正確且つ確実
に所望する姿勢に制御できる紙葉類処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明の紙葉類処理装置は、搬送路を挟んで対向した位置で
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それぞれ搬送方向に走行するよう延設された搬送ベルト対と、この搬送ベルト対によって
挟まれて上記搬送路を介して搬送される紙葉類をニップに受け入れて挟持拘束した状態で
回転することで当該紙葉類に搬送力を付与しつつ当該紙葉類の搬送姿勢を可変制御する姿
勢制御部と、この姿勢制御部より搬送方向下流側で上記搬送路を介して上記姿勢制御部か
ら搬送される紙葉類をニップに受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類
に搬送力を与える下流側搬送部と、を有し、上記姿勢制御部のニップから上記下流側搬送
部のニップまでの距離は、当該紙葉類処理装置で処理する紙葉類のうち搬送方向に沿った
長さが最も短い最短紙葉類より長く、且つ当該紙葉類処理装置で処理する紙葉類のうち搬
送方向に沿った長さが最も長い最長紙葉類以下に設計されていることを特徴とする。
【０００６】
　上記発明によると、姿勢制御部のニップで挟持拘束されて搬送姿勢を制御されている途
中の最短紙葉類が下流側搬送部のニップに受け渡されることがないので、姿勢制御中の最
短紙葉類に対して下流側搬送部から搬送力が与えられることがなく、最短紙葉類に対する
正確な姿勢制御が可能となり、当該最短紙葉類に不所望な応力が付与されて汚棄損やジャ
ムを生じることがない。また、最短紙葉類より長い、例えば最長紙葉類を処理する場合で
あっても、姿勢制御部における処理能力が一定であることを前提にすると、最長紙葉類が
下流側搬送部のニップに受け渡された時点で姿勢制御部による当該最長紙葉類に対する姿
勢制御は終了しているため、下流側搬送部から当該最長紙葉類に不所望な応力が加わるこ
とがなく、搬送姿勢を確実且つ正確に制御できる。さらに、ニップ間の距離を最長紙葉類
以下に設計することで、ニップ間の距離を必要以上に広げることがなく、姿勢制御が完了
した最長紙葉類をニップ間で受け渡し搬送できるとともに、最短紙葉類がニップ間でフリ
ーな状態になる距離をできるだけ短くでき、姿勢制御後の紙葉類の姿勢の乱れを殆ど無く
すことができる。
【０００７】
　また、上記発明の紙葉類処理装置は、上記姿勢制御部より搬送方向上流側で上記搬送路
を介して搬送される紙葉類をニップに受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該
紙葉類に搬送力を与える上流側搬送部をさらに有し、この上流側搬送部のニップから上記
姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類を超える長さに設計されていることを
特徴とする。
【０００８】
　つまり、この発明によると、全ての長さの紙葉類が姿勢制御部のニップに受け入れられ
た時点で、上流側搬送部のニップによる拘束から外れていることになり、姿勢制御途中の
紙葉類に上流側搬送部から不所望な応力が加わることがなく、全ての紙葉類に対する正確
な姿勢制御が可能となり、当該紙葉類に汚棄損やジャムを生じることを防止できる。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明の紙葉類処理装置は、上記のような構成および作用を有しているので、比較的
高速で搬送される紙葉類であってもその姿勢を正確且つ確実に所望する姿勢に制御できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながらこの発明の実施の形態について詳細に説明する。図１には、
この発明の実施の形態に係る姿勢制御装置１（後述する）を組み込んだ郵便物処理装置１
００の外観斜視図を示してある。また、図２には、この郵便物処理装置１００の構成ブロ
ック図を示してある。郵便物処理装置１００は、投入・供給部２、前処理部３、排除集積
部４、読み取り認識部５、印字部６、および区分集積部７を有する。本発明の紙葉類処理
装置として機能する姿勢制御装置１は、前処理部３に含まれる。
【００１１】
　この郵便物処理装置１００は以下のように動作する。まず、オペレータによる手作業で
複数通の郵便物が投入・供給部２にセットされ、搬送路１０上に１通ずつ取り出される。
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本実施の形態では、郵便物Ｐは、搬送路１０を介して立位で搬送されるものとする。この
際、前処理部３で異物が混入している郵便物や定型外の郵便物であることが検出された排
除郵便物は、排除集積部４へ排除される。また、このとき、前処理部３では、後述する姿
勢制御装置１が作動して、搬送路１０を介して搬送される全ての郵便物の搬送姿勢が所望
する姿勢（本実施の形態ではスキューおよびシフトのない姿勢）に制御される。
【００１２】
　この後、搬送路１０上に取り出された郵便物のうち処理可能な郵便物は、読み取り認識
部５を通過されて、予め付与されているバーコードが読み取られて、郵便物表面に記載さ
れている郵便番号や住所などの区分情報が認識される。そして、読み取り認識部５を介し
て取得した区分情報に基づいて、印字部６を介して当該郵便物に特殊フォーマットのバー
コードが印字され、ベリファイリードされる。
【００１３】
　さらに、当該郵便物の区分情報に基づいて当該郵便物の区分先が割り当てられ、区分集
積部７の該当するスタッカへ当該郵便物が集積される。上記のように、郵便物Ｐを搬送路
１０上に取り出した直後のタイミングで搬送姿勢を真っ直ぐに制御することで、バーコー
ドや区分情報の読み取りを確実にでき、郵便物Ｐの認識率を高めることができる。
【００１４】
　なお、搬送路１０は、投入・供給部２から、前処理部３、読み取り認識部５、および印
字部６を通って区分集積部７まで延びており、基本的に、姿勢制御装置１より下流側を延
びた搬送路１０を搬送される郵便物は、その搬送姿勢が変わることのないように、ローラ
のニップやベルトのニップで挟持拘束された状態で区分集積部７まで受け渡し搬送される
。受け渡し搬送とは、上流側のニップで挟持拘束されて搬送されている郵便物を下流側の
ニップに受け渡すとき、これらニップの間で当該郵便物がフリーになる状態を作らないよ
う、必ず、少なくとも一方のニップで当該郵便物を挟持拘束しているように当該郵便物を
搬送することを意味する。つまり、受け渡し搬送するためには、基本的に、隣接するニッ
プ間の距離が、この装置で処理する郵便物のうち搬送方向に沿った長さが最も短い郵便物
Ｐmin（最短紙葉類）より短くなるようにニップを配置すれば良い。
【００１５】
　以下、前処理部３に組み込まれた姿勢制御装置１について詳細に説明する。図３には、
姿勢制御装置１を上方から見た平面図を示してあり、図４には、姿勢制御装置１の要部の
構成を部分的に拡大した部分拡大図を示してある。なお、図４では、図３の矢視IV方向手
前側の搬送ベルト２１を取り除いて構造を見易くしてある。
【００１６】
　姿勢制御装置１は、搬送路１０に沿って、郵便物Ｐ（紙葉類）の搬送方向（矢印Ｔ方向
）上流側から、姿勢検出部１２（検出部）、上流側搬送部１４、姿勢制御部１６、および
下流側搬送部１８を順に有する。搬送路１０の下側には、搬送基準を与えるためのベース
プレート１１が配置され、姿勢制御部１６近くのベースプレート１１には、郵便物Ｐの干
渉を避けるための長孔１１ａ（図６参照）が形成されている。
【００１７】
　姿勢制御装置１を通って延びた搬送路１０の両側には、搬送方向Ｔに沿って走行可能に
延設された搬送ベルト対２１、２２がそれぞれ張設されている。各搬送ベルト２１、２２
は、複数のプーリー２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、２４ｄ、２４ｅ、２４ｎに巻回されて無端
状に張設されており、搬送路１０を挟むように対向配置されている。言い換えると、搬送
路１０は、２本の搬送ベルト２１、２２によって規定されている。つまり、搬送路１０を
介して姿勢制御装置１へ送り込まれた郵便物Ｐは、搬送ベルト対２１、２２の間に挟まれ
た状態で弱い搬送力を与えられて搬送路１０に沿って搬送されることになる。
【００１８】
　これら２本の搬送ベルト２１、２２は、１つのモータ２５によって同期して同じ速度で
搬送方向Ｔに沿って走行される。つまり、各搬送ベルト２１、２２は、それぞれモータ２
５の駆動力を伝えるための駆動軸２１ａ、２２ａに１８０度以上の角度で巻き付けられて
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いる。そして、これら駆動軸２１ａ、２２ａに取り付けられた駆動プーリー２１ｂ、２２
ｂ、モータ２５のモータプーリ２５ａ、および複数の別のプーリ２６に掛け渡された無端
状の駆動ベルト２７を介して、モータ２５の駆動力が各搬送ベルト２１、２２に伝達され
るようになっている。
【００１９】
　このような搬送ベルト対２１、２２だけで郵便物Ｐを搬送した場合を想定すると、例え
ば、郵便物Ｐを６～７［ｍ／ｓ］程度の速度で高速搬送すると、郵便物Ｐが薄くて軽い場
合や折れや切れを有する場合、自身の走行による風圧で搬送姿勢が乱れ易い。このため、
通常は、搬送路１０に沿った複数個所に、郵便物Ｐを比較的強いクランプ力で挟持拘束し
つつ搬送力を与えることのできるニップを設ける。そして、これら複数のニップ間で郵便
物Ｐを受け渡し搬送することで郵便物Ｐの搬送姿勢を保つようにしている。つまり、これ
らニップ間の距離は、基本的に、この装置１で処理する郵便物Ｐのうち搬送方向に沿った
長さが最も短い郵便物Ｐmin（最短紙葉類）より僅かに短い距離に設計されている。なお
、ここで言うニップとは、搬送路１０を介してローラ同士が押圧接触した箇所や、２本の
搬送ベルト２１、２２が重なった状態で１つのプーリーに巻き付けられた箇所などを指す
。
【００２０】
　本実施の形態では、図３矢視IV方向手前側の搬送ベルト２１を巻回したプーリーのうち
搬送方向に沿って最も上流側に位置するプーリー２４ａに２本の搬送ベルト２１、２２が
重ねて巻き付けられた部位（以下、プーリー２４ａのニップと称する）、矢視IV方向奥側
の搬送ベルト２２を巻回したプーリーのうち上記プーリー２４ａの下流側に近接したプー
リー２４ｂに２本の搬送ベルト２１、２２が重ねて巻き付けられた部位（以下、プーリー
２４ｂのニップと称する）、さらに下流のプーリー２４ｃに２本の搬送ベルト２１、２２
が重ねて巻き付けられた部位（以下、プーリー２４ｃのニップと称する）、上流側搬送部
１４のプーリー２４ｄに２本の搬送ベルト２１、２２が重ねて巻き付けられた部位（Ｚ点
）、姿勢制御部１６の後述する駆動ローラ４１と従動ローラ４２が搬送路１０を介して搬
送ベルト２１、２２から外れた位置で押圧接触した部位（以下、姿勢制御部１６のニップ
と称する）、および下流側搬送部１８のプーリー２４ｅに２本の搬送ベルト２１、２２が
重ねて巻き付けられた部位（Ｙ点）が郵便物Ｐを挟持拘束して十分な搬送力を付与できる
ニップとして機能する。
【００２１】
　姿勢検出部１２は、発光素子から射出された光ビームを受光素子で受光するタイプの複
数の光センサ３１を有する。複数の光センサ３１は、それぞれ、光ビームが搬送路１０を
横切る位置に配置され、図４に示すように、搬送路１０の搬送方向と直行する幅方向に並
んで配置されている。正確には、幅方向に等間隔で並んだ搬送路１０上の位置を各光セン
サ３１の光ビームが通過するように、複数の光センサ３１が位置決め配置されている。そ
して、搬送路１０を介して郵便物Ｐが搬送されると、各光センサ３１の光ビームが郵便物
Ｐによって遮られ、当該郵便物Ｐのスキュー量やシフト量、すなわち搬送姿勢が検出され
るようになっている。
【００２２】
　なお、このように光センサ３１を搬送幅方向に並設したタイプの姿勢検出部１２につい
ては周知技術であるため、ここでは、姿勢検出方法の詳細についての説明は省略する。ま
た、姿勢検出の精度を高めるため、例えば、図５に示すように、２列の複数の光センサ３
２を千鳥状に配置して検出分解能を高めるようにしても良い。さらに、搬送ベルト２１、
２２によって郵便物Ｐを挟む部位においても光センサ３１を配置する必要があるため、本
実施の形態では、各光センサ３１の発光素子と受光素子の外側を通って搬送ベルト２１、
２２が走行させるように、搬送ベルト２１、２２の走行位置を図３に示すように湾曲させ
た。
【００２３】
　姿勢制御部１６は、図６に示すように、搬送路１０を介して搬送される郵便物Ｐをニッ
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プ（姿勢制御部１６のニップ）に受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該郵便
物Ｐに搬送力を与えるローラ対、すなわち駆動ローラ４１および従動ローラ４２を有する
。図４に示すように、駆動ローラ４１は、上駆動ローラ４１Ｕと下駆動ローラ４１Ｌに分
割されており、それぞれ独立して駆動制御可能となっている。また、従動ローラ４２も、
図４では図示を省略してあるが、上従動ローラ４２Ｕと下従動ローラ４２Ｌとに分割され
ている。
【００２４】
　尚、各従動ローラ４２Ｕ、４２Ｌは、搬送路１０を挟んで対向する駆動ローラ４１Ｕ、
４１Ｌに対してそれぞれピンチ圧着されても良いが、本実施の形態では、図６に示すよう
に、硬度の異なる２層のゴム４２１、４２２を同軸に構成したローラとした。そして、駆
動ローラ４１の回転軸および従動ローラ４２の回転軸を搬送路１０に対して固定的に配置
した。これにより、ローラ間のニップを郵便物Ｐが通過する際には、従動ローラ４２の比
較的硬度の低い内側層４２１が弾性変形することで従動ローラ４２を搬送路１０から離間
する方向に僅かに変形させるようにした。よって、従動ローラ４２が搬送路１０から跳ね
上がることを防止でき、郵便物Ｐの厚さの違いを吸収でき、全ての郵便物Ｐに対して十分
な搬送力を与えることができる。
【００２５】
　図４に戻って、上下に分割された各駆動ローラ４１Ｕ、４１Ｌは、それぞれ、カップリ
ング４３を介してサーボモータ４４に接続されている。しかして、上駆動ローラ４１Ｕお
よび下駆動ローラ４１Ｌを独立して所望する速度で回転させることにより、搬送路１０を
搬送される郵便物Ｐのスキューやシフトを所望する値に調整できる。なお、この姿勢制御
部１６における姿勢制御方法についても、周知技術であるため、ここではその詳細な説明
を省略する。
【００２６】
　実際には、上述した姿勢検出部１２で搬送姿勢を検出した郵便物Ｐが姿勢制御部１６に
到達する前に、姿勢検出部１２における検出結果に基づいて、上下の駆動ローラ４１Ｕ、
４１Ｌの適切な回転速度が算出されており、当該郵便物Ｐが姿勢制御部１６のニップに突
入するときには、上下の駆動ローラ４１（および上下の従動ローラ４２）が制御速度で回
転されている。言い換えると、姿勢検出部１２から姿勢制御部１６までの距離は、郵便物
Ｐの姿勢、すなわちスキュー量やシフト量を演算するための時間、および姿勢制御部１６
のローラ４１、４２の回転速度を目標値に制御するまでの時間を稼ぐことのできる距離に
設計されている。なお、姿勢制御部１６より搬送方向上流側に配置したタイミングセンサ
１５（図３）は、姿勢制御の対象となる郵便物Ｐが姿勢制御部１６に到達するタイミング
を取得するために設けられている。
【００２７】
　上述したように、搬送ベルト対２１、２２を用いて郵便物Ｐを搬送する場合、郵便物Ｐ
の搬送姿勢を保つため、基本的に、最短の郵便物Ｐminより短い間隔でニップを配置する
。例えば、姿勢検出部１２のプーリー２４ｂのニップ（Ａ点）とプーリー２４ｃのニップ
（Ｃ点）との間の距離は、最短の郵便物Ｐminより僅かに短くされており、Ｃ点からＺ点
（Ｄ点）までの距離も郵便物Ｐminより短くされている。特に、Ａ－Ｃ間の距離を最短郵
便物Ｐminより短くすることで、姿勢を検出している郵便物Ｐの搬送姿勢が変化すること
を防止でき、Ｃ－Ｄ間の距離を最短郵便物Ｐminより短くすることで、姿勢を検出した後
の郵便物Ｐの搬送姿勢を維持することができ、検出した姿勢のまま当該郵便物Ｐを姿勢制
御部１６へ送り込むことができる。
【００２８】
　しかし、姿勢制御部１６の前後で郵便物Ｐを挟持拘束するニップの位置、すなわち図３
のＺ点とＹ点の位置は、他のニップと同様に、郵便物Ｐの受け渡し搬送を前提にして決め
るわけにはいかない。つまり、姿勢制御部１６の駆動ローラ４１と従動ローラ４２との間
のニップで挟持拘束されている状態の郵便物Ｐを上流側搬送部１４のニップで同時に挟持
したり、下流側搬送部１８のニップで同時に挟持したりすると、姿勢制御途中の当該郵便
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物Ｐに捩れ応力が加わる可能性があり、正常な姿勢制御ができなくなり、当該郵便物Ｐに
汚棄損やジャムを生じる可能性もある。
【００２９】
　このため、本実施の形態では、姿勢制御部１６のニップ（Ｅ点）から下流側搬送部１８
のニップ（Ｆ点、Ｙ点）までの距離が、上述した最短郵便物Ｐminより長く、且つ姿勢制
御装置１で処理する郵便物Ｐのうち搬送方向に沿った長さが最長の郵便物Ｐmax（最長紙
葉類）の長さ以下となるように、下流側搬送部１８のニップの位置（すなわちＦ点）を決
定した。これにより、全ての長さの郵便物Ｐに対して、姿勢制御を終了していない状態の
郵便物Ｐを下流側搬送部１８のニップで挟持拘束してしまう不具合を防止でき、搬送姿勢
を高精度に制御でき、姿勢制御後の搬送姿勢の乱れを殆ど無くすことができる。
【００３０】
　つまり、Ｅ－Ｆ間の距離を最短郵便物Ｐminの搬送方向に沿った長さより長くすること
で、姿勢制御部１６のニップで挟持拘束されて搬送姿勢を制御されている途中の最短郵便
物Ｐminの搬送方向先端が下流側搬送部１８のニップに受け渡されることがないので、姿
勢制御途中の最短郵便物Ｐminに対して下流側搬送部１８から搬送力が与えられることが
なく、当該最短郵便物Ｐminに不所望な応力が付与されて搬送姿勢が乱されたり汚棄損や
ジャムを生じたりすることがない。
【００３１】
　なお、本実施の形態では、１通の郵便物Ｐの姿勢制御に要する姿勢制御部１６の処理速
度（処理能力）を、姿勢制御部１６のニップに最短郵便物Ｐminの搬送方向先端が到達し
てから後端が抜けるまでの間に姿勢制御が完了する最低の速度にしてある。つまり、最短
郵便物Ｐminの搬送方向先端が姿勢制御部１６のニップに到達したときに姿勢制御を開始
し、後端がニップを抜けるときに姿勢制御を終了するような処理速度に設定した。姿勢制
御にかける時間を長くすれば、その分、姿勢制御の精度を上げることができるが、制御時
間が長くなればスループットも低下する。このため、本実施の形態では、スループットを
高める上で必要とされる搬送速度で郵便物Ｐを搬送した上で、姿勢制御部１６の処理能力
を最短郵便物Ｐminの姿勢制御が可能な最大能力とすることにした。
【００３２】
　このため、最短郵便物Ｐminより長い、例えば最長郵便物Ｐmaxを処理する場合であって
も、姿勢制御部１６では最短郵便物Ｐminの姿勢制御をする比較的短い時間で最長郵便物
Ｐmaxに対する姿勢制御を完了することになり、最長郵便物Ｐmaxの搬送方向先端が下流側
搬送部１８のニップに受け渡された時点で、姿勢制御部１６による当該最長郵便物Ｐmax
に対する姿勢制御は終了していることになる。
【００３３】
　つまり、上述したように、Ｅ－Ｆ間の距離を最短郵便物Ｐminの搬送方向に沿った長さ
より長くしておけば、少なくとも、姿勢制御部１６のニップで挟持拘束されて姿勢制御を
実行中の郵便物Ｐの搬送方向先端が、その長さにかかわらず、下流側搬送部１８のニップ
に到達することがないため、下流側搬送部１８から当該郵便物Ｐに不所望な応力が加わる
ことがなく、全ての長さの郵便物Ｐに対して正確な姿勢制御が可能となり汚棄損やジャム
を生じることもない。
【００３４】
　しかしながら、Ｅ－Ｆ間の距離を必要以上に長くすると、例えば、姿勢制御を終えた最
短郵便物Ｐminの搬送方向先端が下流側搬送部１８のニップに受け渡されるまでの間、い
ずれのニップでも挟持拘束されないフリーな状態が比較的長い距離にわたって続くことに
なり、その分、当該最短郵便物Ｐminの搬送姿勢が乱れる可能性が高くなる。このため、
Ｅ－Ｆ間の距離は、必要以上に長くしない方が良い。
【００３５】
　すなわち、Ｅ－Ｆ間の距離は、理想的には、最短郵便物Ｐminの搬送方向長さを少し超
えた長さに設定するのが望ましい。しかしながら、少なくとも、ニップ間の距離を最長郵
便物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さ以下に設計しておけば、最長郵便物Ｐmaxがニップから
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外れたフリーな状態となることを防止できる。言い換えると、Ｅ－Ｆ間の距離を最長郵便
物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さより大きくすることには全く意味はなく、この距離を超
えてニップ間距離が長くなると、搬送姿勢の乱れを生じる可能性を高くするだけである。
【００３６】
　また、本実施の形態では、上流側搬送部１４のニップ（Ｄ点、Ｚ点）から姿勢制御部１
６のニップ（Ｅ点）までの距離が、上述した最長郵便物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さよ
り少なくとも長くなるように、上流側搬送部１４のニップの位置（すなわちＤ点）を決定
した。本実施の形態では、上述したように、搬送路１０を介して搬送される郵便物Ｐの姿
勢を姿勢検出部１２で検出してから当該郵便物Ｐが姿勢制御部１６に到達するまでの間に
、姿勢制御部１６の駆動ローラ４１および従動ローラ４２を目標速度に先行して制御する
ため、郵便物Ｐの搬送方向先端が姿勢制御部１６のニップに突入した時点から当該郵便物
Ｐに対する姿勢制御が始まる。このため、姿勢制御部１６にて姿勢制御途中の郵便物Ｐに
対して上流側搬送部１４から不所望な応力を作用させないためには、当該郵便物Ｐの搬送
方向先端が姿勢制御部１６のニップに到達した時点で、当該郵便物の後端が上流側搬送部
１４のニップを外れている必要がある。よって、本実施の形態では、Ｄ－Ｅ点間距離を最
長郵便物Ｐmaxより長い距離に設計した。
【００３７】
　しかし、このようにＤ－Ｅ点間距離を最長郵便物Ｐmaxより長い距離に設計すると、例
えば、最短郵便物Ｐminを処理する場合、上流側搬送部１４のニップと姿勢制御部１６の
ニップとの間、すなわちＤ－Ｅ間で当該最短郵便物Ｐminがニップで拘束されないフリー
な状態が比較的長く続くことになる。このように、フリーな搬送区間が長くなることは、
搬送姿勢を乱す要因となり好ましくない。このため、本実施の形態では、Ｄ－Ｅ間の距離
を必要最低限の距離、すなわち最長郵便物Ｐの搬送方向に沿った長さと略同じ長さに設計
した。これにより、姿勢制御が開始された全ての長さの郵便物Ｐに対して、上流側搬送部
１４から不所望な捩れ応力を作用させることを防止でき、上流側搬送部１４によって郵便
物Ｐの姿勢制御に悪影響を及ぼすことを防止でき、当該郵便物Ｐに汚棄損やジャムが発生
することを防止でき、且つ、最短郵便物Ｐminをフリーな状態で搬送する距離を短くでき
確実且つ正確な姿勢制御が可能となる。
【００３８】
　Ｄ－Ｅ間の距離は、上述した理由から、最長郵便物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さを僅
かに超えた長さに設計することが最適であるが、Ｄ－Ｅ間で郵便物Ｐがニップで挟持拘束
されないフリーな搬送区間の長さについは、この区間を搬送される郵便物Ｐに許容される
姿勢の乱れ量によって変化する。つまり、姿勢検出部１２で姿勢を検出された後、姿勢制
御部１６に送り込まれる郵便物Ｐの搬送姿勢の乱れに許容量が存在するのであれば、その
分、Ｄ－Ｅ間の長さを大きくとることもできる。しかしながら、フリーな搬送区間におけ
る郵便物Ｐの挙動については、郵便物Ｐの表面状態、搬送ベルト２１、２２の表面状態、
プロセス速度、すなわち郵便物Ｐの搬送速度、郵便物Ｐの曲がりや折れなどの不確定要素
によって、定量化することは難しい。
【００３９】
　見方を変えると、本実施の形態では、姿勢検出部１２から上流側搬送部１４までの距離
を、姿勢検出後の郵便物Ｐの搬送姿勢を変化することなく受け渡し搬送できる程度に短い
距離に設計している。具体的には、姿勢検出部１２の最も下流側の拘束位置、すなわちプ
ーリー２４ｃのニップ（Ｃ点）から上流側搬送部１４のニップ（Ｄ点）までの距離を最短
郵便物Ｐminの搬送方向に沿った長さより短くした。このため、姿勢検出後の郵便物Ｐを
姿勢変化させることなく上流側搬送部１４へ送り込むことができ、搬送姿勢の乱れをより
確実に防止できる。
【００４０】
　一方、上述したように、本実施の形態では、姿勢検出部１２から姿勢制御部１６までの
Ｂ－Ｅ間距離を、姿勢制御部１６における当該郵便物Ｐに対する姿勢制御量の演算時間、
および駆動ローラ４１を目標速度に制御するまでの時間を確保できる必要最小限の距離に
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設計してあるため、Ｂ－Ｅ間の距離が際限無く大きくなることはない。このため、制御時
間を稼ぐためにＢ－Ｅ間の距離が広がる場合には、姿勢検出部１２と上流側搬送部１４と
の間に郵便物Ｐに搬送力を付与できるニップを適宜追加することになる。
【００４１】
　つまり、上流側搬送部１４と姿勢制御部１６との間のＤ－Ｅ間距離は、最長郵便物Ｐma
xの搬送方向長さを大きく超えて長くなることはなく、Ｄ－Ｅ間距離が最長郵便物Ｐmaxの
長さと最短郵便物Ｐminの長さを足した長さより長くなることには意味が無い。このため
、Ｄ－Ｅ間距離は、最長郵便物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さより長く、且つ最長郵便物
Ｐmaxの搬送方向に沿った長さに最短郵便物Ｐminの搬送方向に沿った長さを足した長さよ
り少なくとも短い長さとなる。
【００４２】
　以上のように、本実施の形態によると、姿勢制御部１６を挟んで搬送方向上流側および
下流側に配置された搬送ニップの位置を適正化することで、姿勢制御中の郵便物Ｐに不所
望な捩れ応力が加わることを防止でき、姿勢制御動作を安定して実施でき、姿勢制御時に
おける郵便物Ｐの汚棄損やジャムの発生を防止でき、確実且つ正確に郵便物Ｐの搬送姿勢
を制御できる。
【００４３】
　以下、本発明の他の実施の形態について、図７および図８を参照して説明する。なお、
上述した実施の形態と同様に機能する構成要素には同一符号を付してその詳細な説明を省
略する。
【００４４】
　上述した実施の形態では、搬送路１０の途中に姿勢制御部１６を１箇所だけ設けて１回
の制御動作で郵便物Ｐの搬送姿勢を所望する姿勢に制御する場合について説明したが、例
えば、図７に示すように、搬送路１０に沿って複数の姿勢制御部１６を並設して、郵便物
Ｐの搬送姿勢を複数回に分けて制御するようにしても良い。これにより、郵便物Ｐを高速
搬送してスループットを高めた上で、いかなる姿勢制御にも対応できる。
【００４５】
　この場合、上流側搬送部１４、姿勢制御部１６、および下流側搬送部１８を上述した間
隔で配置した姿勢制御ユニット５０を１単位として、隣接するユニット５０間で郵便物Ｐ
を受け渡し搬送するよう各構成要素を配置すれば良い。具体的には、搬送方向上流側のユ
ニット５０ａの下流側搬送部１８のニップと搬送方向下流側のユニット５０ｂの上流側搬
送部１４のニップとの間の距離、およびユニット５０ｂの下流側搬送部１８のニップとさ
らに搬送方向下流側のユニット５０ｃの上流側搬送部１４のニップとの間の距離を、共に
最短郵便物Ｐminの搬送方向長さより僅かに短い距離に設定した。
【００４６】
　或いは、図８に示すように、１つの姿勢制御ユニット６０内に複数の姿勢制御部１６ａ
、１６ｂを配置しても良い。この場合、上流側搬送部１４のニップと搬送方向上流側の姿
勢制御部１６ａのニップとの間の距離（Ｄ－Ｅ1間距離）、および搬送方向下流側の姿勢
制御部１６ｂのニップと下流側搬送部１８のニップとの間の距離（Ｅ2－Ｆ間距離）を、
上述した実施の形態と同様に設計し、その上で、搬送方向に隣接した上流側の姿勢制御部
１６ａのニップと下流側の姿勢制御部１６ｂのニップとの間の距離（Ｅ1－Ｅ2間距離）を
最長郵便物Ｐmaxの搬送方向に沿った長さより僅かに長い距離に設計すれば良い。
【００４７】
　図７または図８いずれの実施の形態にしても、姿勢制御部１６の個数は任意に設定でき
、姿勢制御装置１の運用状況に応じて変更可能である。
【００４８】
　なお、この発明は、上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階
ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上述した実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成でき
る。例えば、上述した実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除して
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も良い。更に、異なる実施の形態に亘る構成要素を適宜組み合わせても良い。
【００４９】
　例えば、上述した実施の形態では、郵便物処理装置１００に組み込まれた姿勢制御装置
１０について説明したが、これに限らず、例えば紙幣を処理する紙幣処理装置の姿勢制御
装置として本発明を適用しても良い。
【００５０】
　また、上述した実施の形態では、処理対象となる郵便物Ｐの搬送方向に沿った長さが種
々異なる場合について説明したが、全ての郵便物Ｐの搬送方向に沿った長さが同じである
場合には、上流側搬送部１４のニップと姿勢制御部１６のニップとの間の距離（Ｄ－Ｅ間
の距離）、および姿勢制御部１６のニップから下流側搬送部１８のニップまでの距離（Ｅ
－Ｆ間の距離）を郵便物Ｐの搬送方向に沿った長さより僅かに短く設計すれば良い。
【００５１】
　また、上述した実施の形態では、姿勢制御部１６の搬送方向上流側に最も近接して配置
された上流側搬送部１４および搬送方向下流側に最も近接して配置された下流側搬送部１
８の位置を問題にしたが、図９に示すように、姿勢制御部１６のニップと下流側搬送部１
８のニップ（Ｙ点）との間の搬送路１０上に他のプーリーや搬送ベルトが存在するレイア
ウトや、図１０に示すように、上流側搬送部１４のニップ（Ｚ点）と姿勢制御部１６のニ
ップとの間の搬送路１０上にさらに他のプーリーや搬送ベルトが存在するレイアウトであ
っても、本発明が適用される。
【００５２】
　つまり、この場合、例えば、図９に示すレイアウトでは、姿勢制御部１６のニップと下
流側搬送部１８のニップとの間にあるプーリー７１およびプーリー７２には、それぞれ搬
送ベルト７３、７４が独立で巻き回されており、この部位においては搬送路１０を搬送さ
れる郵便物Ｐに対して強い搬送力を与えていない。つまり、このレイアウトでは、姿勢制
御部１６の搬送方向下流側で最も近接したニップは、下流側搬送部１８にて２本の搬送ベ
ルト７５、７６が重ねて巻き付けられた部位（Ｙ点）であると言える。
【００５３】
　また、図１０に示すレイアウトでも、姿勢制御部１６の下流側で最も近いニップは、搬
送ベルト８１、８２が１つのプーリー８３に重ねて巻き付けられた部位（Ｙ点）であり、
他の近くにあるプーリー８４や搬送ベルト８５については搬送される郵便物Ｐに十分な搬
送力を付与するように機能するものではない。また、このレイアウトでは、姿勢制御部１
６の上流側に最も近接したニップは、２本の搬送ベルト８６、８７が１つのプーリー８８
に重ねて巻き付けられた部位（Ｚ点）であり、搬送ベルト８６、８７を巻き回した他のプ
ーリー８９はニップを形成するように機能しない。
【００５４】
　つまり、いかなるレイアウトを採用したとしても、姿勢制御部１６で姿勢制御中の郵便
物Ｐに不所望な応力を作用させる可能性のあるニップと姿勢制御部１６のニップとの間の
距離を適正化することで、本発明の効果を享受できる。
　以下、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　搬送路を挟んで対向した位置でそれぞれ搬送方向に走行するよう延設された搬送ベルト
対と、
　この搬送ベルト対によって挟まれて上記搬送路を介して搬送される紙葉類をニップに受
け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を付与しつつ当該紙葉類
の搬送姿勢を可変制御する姿勢制御部と、
　この姿勢制御部より搬送方向下流側で上記搬送路を介して上記姿勢制御部から搬送され
る紙葉類をニップに受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を
与える下流側搬送部と、を有し、
　上記姿勢制御部のニップから上記下流側搬送部のニップまでの距離は、当該紙葉類処理
装置で処理する紙葉類のうち搬送方向に沿った長さが最も短い最短紙葉類より長く、且つ
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当該紙葉類処理装置で処理する紙葉類のうち搬送方向に沿った長さが最も長い最長紙葉類
以下に設計されていることを特徴とする紙葉類処理装置。
［２］
　上記姿勢制御部は、上記最短紙葉類の通過時間と同じ時間内に全ての長さの紙葉類に対
する搬送姿勢制御が可能となる処理能力を有することを特徴とする［１］に記載の紙葉類
処理装置。
［３］
　上記姿勢制御部のニップから上記下流側搬送部のニップまでの距離は、上記最短紙葉類
より僅かに長い距離に設計されていることを特徴とする［２］に記載の紙葉類処理装置。
［４］
　上記姿勢制御部より搬送方向上流側で上記搬送路を介して搬送される紙葉類をニップに
受け入れて挟持拘束した状態で回転することで当該紙葉類に搬送力を与える上流側搬送部
をさらに有し、
　この上流側搬送部のニップから上記姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類
を超える長さに設計されていることを特徴とする［１］に記載の紙葉類処理装置。
［５］
　上記上流側搬送部のニップから上記姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類
の搬送方向に沿った長さと上記最短紙葉類の搬送方向に沿った長さを足した長さより短い
距離に設計されていることを特徴とする［４］に記載の紙葉類処理装置。
［６］
　上記上流側搬送部のニップから上記姿勢制御部のニップまでの距離は、上記最長紙葉類
と略同じ長さに設計されていることを特徴とする［５］に記載の紙葉類処理装置。
［７］
　上記上流側搬送部より搬送方向上流側で上記搬送路を介して搬送される紙葉類の搬送姿
勢を検出する検出部をさらに有し、
　この検出部から上記上流側搬送部のニップまでの距離は、上記検出部で姿勢を検出され
た最短紙葉類の姿勢が変化しないうちに当該最短紙葉類を上記上流側搬送部のニップで挟
持拘束できる程度に短い距離に設計されていることを特徴とする［４］または［５］に記
載の紙葉類処理装置。
［８］
　［４］乃至［６］のうちいずれかに記載した紙葉類処理装置を上記搬送路に沿って複数
並設したことを特徴とする紙葉類処理装置。
［９］
　上記姿勢制御部は、上記搬送路を介して搬送される紙葉類の搬送姿勢を互いに独立して
可変制御することのできるニップを上記搬送路に沿って複数個所に有することを特徴とす
る［１］乃至［７］のいずれかに記載の紙葉類処理装置。
［１０］
　上記姿勢制御部の複数個所のニップ同士の距離は、上記最長紙葉類の長さより僅かに長
い距離に設計されていることを特徴とする［９］に記載の紙葉類処理装置。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】この発明の実施の形態に係る姿勢制御装置を組み込んだ郵便物処理装置を示す外
観斜視図。
【図２】図１の郵便物処理装置の構成ブロック図。
【図３】図１の郵便物処理装置に組み込まれた姿勢制御装置の概略構造を示す平面図。
【図４】図３の姿勢制御装置の要部の構造を部分的に拡大して示す部分拡大図。
【図５】図３の姿勢制御装置に組み込まれた姿勢検出部の光センサの他の配置例を説明す
るための図。
【図６】図３の姿勢制御装置における各構成要素のレイアウトについて説明するための要
部概略図。
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【図７】搬送路に沿って複数の姿勢制御ユニットを配置した例を説明するための模式図。
【図８】１つのユニット内に複数の姿勢制御部を配置した例を説明するための模式図。
【図９】姿勢制御装置の他の構成レイアウトを示す概略図。
【図１０】姿勢制御装置のさらに他の構成レイアウトを示す概略図。
【符号の説明】
【００５６】
　１…姿勢制御装置、１０…搬送路、１２…姿勢検出部、１４…上流側搬送部、１６…姿
勢制御部、１８…下流側搬送部、Ｐ…郵便物、Ｐmax…最長郵便物、Ｐmin…最短郵便物。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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